
桑名市長　伊藤　徳宇

 公

 売

 日

 時

 名　　称 数量  性　　質 　所　在　そ　の　他

　買　　受　　代　　金
　納　  付    期    限

別　紙　「公　売　財　産　概　要　書」　の　と　お　り

K8-3

K8-4

K8-5

K8-15

令和8年7月3日　14時30分　まで
令和8年7月21日　14時30分　まで（K8-3,K8-15のみ)

　そ  　 　 の　   　他
別紙「桑名市インターネット公売ガイドライン」のとおり
※消費税法施行令第７０条の１２第５項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、桑
名市長が適格請求書を交付します。（K8-4,K8-5）

公　　　　　　売　　　　　　財　　　　　　産
公売保証金

見　積　価　額

売却区分番号 （最低公売価額）

入 札 期 間
令和8年6月23日　13時00分　から　令和8年6月25日　23時00分　まで
令和8年6月23日　13時00分　から　令和8年6月30日　13時00分　まで（K8-3,K8-15の
み）

　公　　売　　場　　所 紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上

　売　　却　　決　　定
日
時

令和8年6月26日　17時00分（K8-4,K8-5）
令和8年7月21日　13時00分（K8-3,K8-15）

場
所

桑名市役所

公　　売　　方　　法
期間せり売り
(K8-3,K8-15のみ期間入札）

公売参加申込期間

　  によりその内容を申し出てください。

公告第75号

公　　　売　　　公　　　告
令和8年5月28日

　　　 下記により差押財産を公売します。国税徴収法第９５条及び第９９条の規定により公告します。なお、

　  この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の権

　  利を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権現在額申立書（当市役所に用意してあります。）

令和8年5月29日　13時00分　から　令和8年6月15日　23時00分　まで



公 売 財 産 概 要 書 

売却 

区分 

番号 

Ｋ８－３ 

 

公 

売 

財 

産 

の 

表 

示 

（土地の表示）   

１ 所  在  桑名市多度町香取字元割 

地  番  １番２３ 

地  目  雑種地 

地  積  ７８㎡ 

 

２ 所  在  桑名市多度町香取字元割 

地  番  １番２４ 

地  目  雑種地 

地  積  ８.２６㎡ 

 

３ 所  在  桑名市多度町香取字元割 

地  番  ５番 

地  目  宅地 

地  積  １６８.５９㎡ 

 

見積 

価額 

 

  ２，７４４，０００円 

 

公売 

保証 

金 

    ２８０，０００円 

 

公 

 

売 

 

条 

 

件 

 

等 

 

１ 上記公売財産を一括売却する。 

２ 地目・地積は登記簿による。 

３ 境界については隣接土地所有者と協議すること。 

４ 養老鉄道養老線｢多度｣駅の北東方約１.１㎞（道路距離） 

５ 公売財産は、桑名市多度町東部の低層一般住宅のほか店舗併用住宅等も見られ

る住宅地域に所在する。 

６ 公売財産は、南西側で市道（幅員約３.５ｍ・舗装、建築基準法第４２条２項）、

北東側で市道（幅員約２.９ｍ・舗装、建築基準法第４２条第２項）に接する。 

７ 公売財産３の中央付近には、擁壁及び法面による高低差がある。 

８ 公売財産３には、建物の基礎部分が残っている。 

９ 公売財産１には、地積測量図から判断すると一部東端の擁壁を含むものと推測

される。 

10  都市計画法 市街化区域 第１種住居地域 

  指定建蔽率６０％ 指定容積率２００％ 

  高低差を考慮すると崖条例の適用可能性がある。 

11  消費税及び地方消費税については不要である。 

 



売却区分番号 K８－３

所　　　在　　　図

公売財産



売却区分番号 K８－３

所　　　在　　　図

公売財産（１番２４，５番）

公売財産（１番２３）



売却区分番号 K８－３

土地参考図（公図）

公売財産

（1番23の公図は ありません）



売却区分番号 K8－３

・５番を南西方向から撮影

・５番を北西方向から撮影

公売財産

公売財産



売却区分番号 K８－３

・５番、１番２４を南東方向から撮影

・５番、１番２４を北東方向から撮影

公売財産

公売財産



売却区分番号 K８－３

・１番２３を南西方向から撮影

・１番２３を北西方向から撮影

公売財産

公売財産



売却区分番号 K８－３

・１番２３を南東方向から撮影

・１番２３を北東方向から撮影

公売財産

公売財産



売却区分番号 K８－３

・５番中央部の高低差を撮影

・１番２３の東端部擁壁を撮影

公売財産

公売財産



公 売 財 産 概 要 書 
売却 

区分 

番号 

K８—４ 

公 
売 
財 
産 
の 
表 
示 

１．名称  FOCUS IZALCO MAX フレーム 
         サイズ ＸＳ 
         
２．数量  １台 
 
３．状態  外箱は無く、別の商品の段ボール箱で保管しています。 
 
４．画像は撮影の状況やご覧になるパソコンによって実際と色合いが異なる 
場合があります。真贋鑑定はしていません。 
 
５．公売財産は買受代金納付時の現況有姿にて引き渡します。 
 
６．原則として公売財産の引渡は執行機関で行います。 
 
７．落札者が公売財産の梱包、輸送等の手配を輸送業者に依頼するか、 
  執行機関に直接引き取りに来てください。 
 
８．輸送費用等は落札者の負担となります。 
 
９．執行機関では、輸送費用の立替払い、直接引渡時や輸送発送時の梱包等は行いません。各輸送業者によく確認の
上、手配してください。 
 
１０．いかなる理由があっても、引き渡した公売財産の返品・交換はできません。 
 
１１．引渡期限は、売却決定後から 1 ヶ月以内です。引取が無い場合は、執行機関で処分します。 
 
１２．公売財産の下見を希望される方は桑名市役所 債権管理課にお問い合わせください。 
 
１３．執行機関は、瑕疵担保責任を負いません。 
 
 
 

 

見価 
積格 

９０，０００円 

公保 
 証 
売金 

  ９，０００円 

 



公 売 財 産 概 要 書 
売却 

区分 

番号 

K８—５ 

公 
売 
財 
産 
の 
表 
示 

１．名称  Cinelli XLR8R フレーム 
         
２．数量  １台 
 
３．状態  外箱は無く、別の商品の段ボール箱で保管しています。 
 
４．画像は撮影の状況やご覧になるパソコンによって実際と色合いが異なる 
場合があります。多少の使用感あり。シールの剥げも見受けられます。真贋鑑定はしていません。 
 
５．公売財産は買受代金納付時の現況有姿にて引き渡します。 
 
６．原則として公売財産の引渡は執行機関で行います。 
 
７．落札者が公売財産の梱包、輸送等の手配を輸送業者に依頼するか、 
  執行機関に直接引き取りに来てください。 
 
８．輸送費用等は落札者の負担となります。 
 
９．執行機関では、輸送費用の立替払い、直接引渡時や輸送発送時の梱包等は行いません。各輸送業者によく確認の
上、手配してください。 
 
１０．いかなる理由があっても、引き渡した公売財産の返品・交換はできません。 
 
１１．引渡期限は、売却決定後から 1 ヶ月以内です。引取が無い場合は、執行機関で処分します。 
 
１２．公売財産の下見を希望される方は桑名市役所 債権管理課にお問い合わせください。 
 
１３．執行機関は、瑕疵担保責任を負いません。 
 
 
 

 

見価 
積格 

１０８，０００円 

公保 
 証 
売金 

 １１，０００円 

 



公 売 財 産 概 要 書 

売却 

区分 

番号 

K８－１５ 

 

公 

売 

財 

産 

の 

表 

示 

（土地の表示）   

１ 所  在  桑名市大字下深谷部字東山 

地  番  １０１０番１ 

地  目  宅地 

地  積  ６３５.２０㎡ 

 

２ 所  在  桑名市大字下深谷部字東山 

地  番  １０１０番２ 

地  目  宅地 

地  積  ６３５.９２㎡ 

 

（建物の表示） 

３ 所  在  桑名市大字下深谷部字東山１０１０番地１ 

  家屋番号  １０１０番１ 

  種  類  居宅 

  構  造  木造瓦葺２階建 

  床 面 積  １階  １００.２９㎡ 

        ２階   ４９.６８㎡ 

 

４ 所  在  桑名市大字下深谷部字東山１０１０番地１，１０１０番地２ 

  家屋番号  １０１０番１の２ 

  種  類  倉庫 

  構  造  鉄骨造かわらぶき２階建 

  床 面 積  １階  ９７.２０㎡ 

        ２階  ８９.０６㎡ 

 

見積 

価額 

 

 １２，８３０，０００ 円 

 

公売 

保証 

金 

  １，２９０，０００ 円 



 

公 

 

売 

 

条 

 

件 

 

等 

 

１ 上記公売財産を一括売却する。 

２ 地目・地積は登記簿による。 

３ 境界については隣接土地所有者と協議すること。 

４ 建物の種類・構造・床面積は登記簿による。ただし、建築年月日については、公

売財産４の登記簿に記載がないため、課税台帳による。 

公売財産３の登記簿上の建築年月日 平成１年２月１６日新築 

公売財産４の課税台帳上の建築年月日 平成１年新築 

５ 養老鉄道養老線｢下深谷｣駅の南東方約１.２㎞（道路距離） 

６ 公売財産は、桑名市東部の背後には農地が広がる中、戸建住宅のほか倉庫等も見

られる農家住宅地域に所在する。 

７ 公売財産は、令和７年１１月１日現在、住宅及び倉庫として現存しているものの

使用されておらず、居宅は空家（未利用）であり占有状態にはなく、倉庫は農業

用資材等が多く残る状態である。 

８ 公売財産は、南東側で市道（幅員約５ｍ・舗装）に水路を介し、南西側で市道（幅

員約２.２ｍ・舗装）に法面を介し、北東側で道路（幅員約１.５～２.３ｍ・舗

装（一部未舗装））にそれぞれ接する。なお、南東側は幅約１ｍの未舗装部分及

び幅約３ｍ～４ｍの水路状部分（合計４ｍ～５ｍ）を介して舗装市道に接道して

おり、水路状部分には間口約４ｍのコンクリート製の橋が存在するため、実質的

な間口は４ｍである。 

９ 公有財産１の南東部に簡易トイレが１台存在する。 

10 公有財産２の中央付近に約６ｍ×５ｍ程度、高さ１.５ｍ程度の土盛が存在す

る。 

11 公売財産３の１階南東端部に約１.１㎡の増築部分（便所）がある。 

12 公有財産４の東側に隣接して鋼製物置（約１.８ｍ×３.６ｍ）が１台存在する。 

13 所有者に聴取できておらず、雨漏りなどの現状直ちに修繕が必要な箇所は不明

である。 

14  都市計画法 市街化調整区域 

  指定建ぺい率６０％ 指定容積率２００％ 

  敷地北西部が一部埋蔵文化財包蔵地（西山遺跡）に指定されている。 

15  消費税及び地方消費税については混在財産である。 

 



売却区分番号 K８－１５

所　　　在　　　図

公売財産



売却区分番号 K８－１５

所　　　在　　　図

公売財産



売却区分番号 K８－１５

土地参考図（公図）

公売財産



売却区分番号 K８－１５

建物参考図（各階平面図・建物図面）



売却区分番号 K８－１５

建物参考図（各階平面図・建物図面）



売却区分番号 K８－１５

土地参考図（略配置図）



売却区分番号 K８－１５

建物参考図（建物見取図　　家屋番号１０１０番１）

１階平面図

２階平面図



売却区分番号 K８－１５

建物参考図（建物見取図　家屋番号１０１０番１の２）

１階平面図

２階平面図



売却区分番号 K８－１５

公売財産

公売財産



売却区分番号 K８－１５

公売財産

公売財産



売却区分番号 K８－１５

公売財産

公売財産



売却区分番号 K８－１５

公売財産

公売財産



売却区分番号 K８－１５



売却区分番号 K８－１５



売却区分番号 K８－１５



売却区分番号 K８－１５



売却区分番号 K８－１５



売却区分番号 K８－１５


